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規 則 第 ４ １ 号   

別表第２（第６条関係） 

土砂等による土地の埋立て等の施行基準 

２ 技術基準 

土地の埋立て等の施行についての技術基準は、静岡県土採取等規制条例（昭和５０年静岡県

条例第４２号）に規定する土の採取等に関する技術基準（以下「土の採取等に関する技術基準」

という。）宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和３７年政令第１６号）及び宅地造成及び

特定盛土等規制法施行規則（昭和３９年静岡県規則第３２号）に規定する技術的基準を準用す

る。ただし、農地における土地の埋立て等の施行についての技術基準は、土の採取等に関する

技術基準を準用するほか、富士市農業委員会の定めるところによる。 


